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口 ‐
‐ ee

､］

大
勲
位
菊
花
大
綬
章
・
大
勲
位
菊
花
章
頸
飾
：
：
：
我
が
国
最
高
位
の

勲
章
で
あ
る
。
大
勲
位
菊
花
大
綬
章
は
、
明
治
九
年
に
制
定
さ
れ
た

も
の
で
、
皇
室
の
御
紋
章
で
あ
る
菊
花
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
図
様
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
勲
位
菊
花
章
頸
飾
は
、
明
治
二
十
一
年
に
制

定
さ
れ
た
も
の
で
、
制
定
の
年
代
で
あ
る
刷
亡
忽
凹
の
築
字
を
形

ど
っ
た
も
の
を
継
ぎ
、
中
央
に
菊
の
花
と
葉
を
図
案
化
し
た
も
の
を

配
し
て
あ
る
。

桐
花
大
綬
章
…
：
明
治
二
十
一
年
、
「
熱
一
等
旭
日
大
綬
章
Ｌ
の
上

位
と
し
て
加
え
ら
れ
た
罰
一
等
旭
日
桐
花
大
綬
章
一
が
元
と
な
っ

し

て
い
る
。
現
在
で
は
「
桐
花
大
綬
垂
早
一
と
名
称
が
改
め
ら
れ
、
旭
日

Ｌ

大
綬
章
又
は
瑞
宝
大
綬
章
を
授
与
さ
れ
る
べ
き
功
労
よ
り
優
れ
た
功

労
の
あ
る
者
に
授
与
さ
れ
る
。
旭
日
に
桐
の
花
を
配
し
た
デ
ザ
イ
ン

と
な
っ
て
い
る
。

旭
日
章
．
．
：
：
明
治
八
年
に
制
定
さ
れ
た
我
が
国
最
初
の
勲
章
で
あ

る
。
功
績
の
内
容
に
着
Ⅱ
し
、
顕
蒋
な
功
絃
を
挙
げ
た
者
に
授
与
さ

れ
る
。
図
様
は
、
国
旗
「
日
の
丸
Ｌ
を
象
徴
す
る
日
章
を
中
心
に
光

線
を
配
し
た
旭
光
の
デ
ザ
イ
ン
で
、
”
旭
日
昇
天
“
の
意
気
を
示
す

手
わ
ゆ
、
フ

も
の
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
紐
に
は
桐
の
花
葉
が
付
し
て
あ
る
。

瑞
宝
章
：
：
：
明
治
二
十
一
年
に
制
定
さ
れ
た
。
公
務
等
に
長
年
に
わ

た
り
従
事
し
、
成
績
を
挙
げ
た
者
に
授
与
さ
れ
る
。
図
様
は
、
古
代

の
宝
で
あ
っ
た
宝
鏡
を
中
心
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
大
小
十
六
個
の
連
ち
ゅ
う

珠
を
配
し
、
四
条
な
い
し
八
条
の
光
線
が
付
し
て
あ
る
。
ま
た
、
鉦

勲
章
に
つ
い
て

ｑ
烏
山

(ロ

(p

何

、

山
、
戸
⑩
・
０
尻
四
・
０
戸
仙
・
’
〆
Ｕ
・
一
価
酒
〃
Ｕ
・
の
Ｌ
戸
①
ｑ
の
』
６
“
一
仰
』
６
割
何
泊
〃
Ｕ
割
０
刃
．
Ｕ
弐
一
ｍ
嘆
位
、
毎
哩
戸
Ｕ
剣
の
肘
》
嗣
把
、
履
山
副
０
戸
Ｕ
割
の
』
６
割
の
』
６
，
０
戸
Ｕ
・
０
戸
い
・
仰
、
界
●
④
『
⑱
、
侭
甲
剴
０
×
⑩
ｑ
ｍ
収
〆
⑩
剣
蔀己

に
は
旭
日
章
と
同
じ
く
桐
の
花
葉
が
付
し
て
あ
る
。

叡

、
お

文
化
勲
章
…
：
昭
和
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
。
単
一
級
の
勲
章
で
科
》

学
・
文
化
の
発
達
に
関
し
勲
績
卓
絶
な
者
に
授
与
さ
れ
る
。
図
様
は
、
》

橘
の
白
い
五
弁
の
花
。
中
央
に
は
、
赤
地
に
白
い
三
つ
巴
の
曲
玉
が
》

ち
ゆ
、
７

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
、
鉦
も
橘
の
葉
と
実
を
あ
し
ら
っ
て
い
る
。
常
緑
樹
》

で
あ
る
橘
は
、
平
安
京
の
頃
か
ら
京
都
御
所
紫
辰
殿
の
南
庭
に
植
え
回ら

ら
れ
、
程
近
の
減
と
称
さ
れ
る
な
ど
古
来
か
ら
珍
重
さ
れ
て
お
串

り
、
そ
の
悠
久
性
、
永
遠
性
は
文
化
の
永
久
性
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
》ａ

文
化
勲
章
の
デ
ザ
イ
ン
に
採
用
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

《ａ

宝
冠
章
：
：
：
明
治
二
十
一
年
瑞
宝
章
と
同
時
に
制
定
さ
れ
た
。
特
別
》

な
場
合
に
授
与
さ
れ
る
。
図
様
は
、
古
代
の
女
帝
の
冠
を
模
し
た
宝
《

冠
を
中
心
に
し
て
そ
の
周
囲
を
真
珠
と
竹
枝
、
桜
花
で
飾
っ
て
い
る
。
犀

ま
た
鉦
も
古
来
の
宮
廷
女
官
の
衣
紋
に
よ
っ
た
と
い
わ
れ
、
桐
・
牡
一

ち
ゆ
い
う

丹
・
蝶
・
藤
・
杏
・
波
紋
を
使
用
し
て
い
る
。

》

…
…
…
…
◇
…
：
・
・
…
：
◇
…
：
：
…
：
串ａ

こ
れ
ら
の
勲
章
は
、
現
在
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
で
製
造
さ
れ
て
》

い
る
が
、
そ
の
工
程
は
い
ま
な
お
熟
練
し
た
技
術
者
の
手
作
業
に
よ
》

る
と
こ
ろ
が
多
い
。
長
い
歴
史
と
伝
統
を
背
景
と
し
独
得
な
七
宝
技
弔

術
を
駆
使
し
て
作
ら
れ
る
日
本
の
勲
章
は
、
そ
の
華
麗
さ
と
精
綴
さ
犀

に
お
い
て
世
界
の
最
高
水
準
に
あ
る
と
い
え
る
。

圭

翻
馴
袖
フ
船
睦
言
千
…
：
・
桐
花
大
綬
章
・
旭
日
章
・
瑞
宝
章
・
文
化
勲
一

章
の
裏
面
に
刻
ん
で
あ
る
こ
の
文
字
は
、
勲
功
旋
章
（
く
ん
こ
う
せ
記

い
し
よ
う
）
と
読
み
切
績
を
あ
き
ら
か
に
あ
ら
わ
す
し
る
し
Ｌ
と
《》

い
う
意
味
で
あ
る
。

》ａ



１
勲
章
・
褒
章
（
以
下
勲
章
等
と
い
い
ま
す
。
）
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
い
て
天
皇
陛
下
か
ら
授
与
さ
れ
た
も
の
で

２
勲
章
等
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
等
が
行
う
式
の
際
に
着
用
す
る
建
前
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
勲
章
等
に
代

え
て
後
で
述
べ
る
略
綬
又
は
略
章
（
略
小
勲
章
）
を
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
社
会
的
な
儀
式
（
例
え
ば
長
寿
祝
賀
会
、
結
婚
式
な
ど
）
に
も
前
記
に
準
じ
て
着
用
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

３
勲
章
等
を
着
用
す
る
場
合
は
、
次
に
示
し
た
服
装
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
制
服
を
含
む
。
）
に
着
用
す
る
よ
う
決
め
ら
れ
て

す
か
ら
、
大
切
に
取
り
扱
っ
て
く
だ
さ
い
。

(1)(3) (2) い
ま
す
。

た
だ
し
、
副
章
の
み
を
着
用
す
る
場
合
は
、
②
の
服
装
で
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

大
勲
位
菊
花
大
綬
章
、
桐
花
大
綬
章
、
旭
日
大
綬
章

瑞
宝
大
綬
章
、
宝
冠
大
綬
章
（
大
綬
を
も
っ
て
着
用
す
る
場
合
）

旭
日
小
綬
章
、

瑞
宝
小
綬
章
、

宝
冠
藤
花
章
、

褒
章
、
記
章

男
性
は
紋
付
羽
織
袴

一
》
、
聿
沙
函
訓
腓
卜

旭
日
重
光
章
、
旭
日
中
綬
章
、
瑞
宝
重
光
章

瑞
宝
中
綬
章
、
宝
冠
牡
丹
章
、
宝
冠
白
蝶
章
…
…
①
に
示
し
た
服
装
の
ほ
か
…
．
．
…
。

文
化
勲
章

女
性
は
白
襟
紋
付

勲
章
・
褒
章
受
章
者
の
し
お
り

旭
日
双
光
章
、
旭
日
単
光
章

瑞
宝
双
光
章
、
瑞
宝
単
光
章

宝
冠
杏
葉
章
、
宝
冠
波
光
章

…
。
：
伽
②
に
示
し
た
服
装
の
ほ
か
…
：

の
■
句
●
■
■
●
申
■
■
■
■
■
●
。
■

三 ▲ － － 一一 昼一 -

男
性
は
燕
尾
服

女
性
は
ロ
ー
ブ
デ
コ
ル
テ

ロ
ー
ブ
モ
ン
タ
ン
ト

平
服
に
着
用
し
て
も

よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

-1-



４
勲
章
等
を
着
用
す
る
位
置
は
、
次
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
季
い
》
唯
恥
鯏
毛
一
（
別
図
１
，
２
参
照
）

１
大
勲
位
菊
花
大
綬
章
、
桐
花
大
綬
章

ｌ

旭
日
大
綬
章
、
瑞
宝
大
綬
章
、
宝
冠
大
綬
章

②
旭
日
重
光
章
、
瑞
宝
重
光
章
：
：
：
：
：
：
：
：
：
一
諜
亜
鯛
篭
押
轄
に
着
用
す
る
．
一
（
別
測
３
参
照
》

帥
旭
日
中
綬
章
、
瑞
宝
中
綬
章
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
中
綬
を
も
っ
て
喉
下
に
着
用
す
る
。
（
別
図
４
参
照
）

旭
日
中
綬
章
、
瑞
宝
中
綬
章
…
…
…
：
…

５
二
種
類
以
上
の
勲
章
等
を
併
せ
て
着
用
す
る
場
合
は
、

⑪
別
種
の
勲
章
を
二
個
以
上
併
せ
て
着
用
す
る
場
合

(6)(5) (4)(3)(7)

、
種
類
（
旭
日
章
・
瑞
宝
章
・
宝
冠
章
な
ど
）
の
異
な
る
勲
ノ

章
は
、
同
時
に
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
同
じ
種

類
の
勲
章
を
二
個
以
上
同
時
に
着
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま

ｒ
せ
ん
（
最
上
級
の
一
個
の
み
着
用
し
ま
す
。
）
‐

旭
日
小
綬
章
、
旭
日
双
光
章
、
旭
日
単
光
章

瑞
宝
小
綬
章
、
瑞
宝
双
光
章
、
瑞
宝
単
光
章

文
化
勲
章
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…

宝
冠
牡
丹
章
、
宝
冠
白
蝶
章

宝
冠
藤
花
章
、
宝
冠
杏
葉
章
、
宝
冠
波
光
章

褒
章
・
記
章
…
・
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…

耐
光
彰
、
珊
制
蜘
光
彰

：
…
…
…
…
…

一
…
…
…
…
…
…
小
綬
を
も
っ
て
左
伽
に
着
用
す
る
。
（
別
図
５
参
照
）

…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
綬
を
も
っ
て
胸
部
中
央
に
着
用
す
る
。
（
別
図
６
参
照
）

…
…
…
…
…
…
・
…
綬
を
も
っ
て
左
胸
に
着
用
す
る
。
（
別
図
７
参
照
）

.－｡－

：
：
…
・
…
…
：
：
結
蝶
状
の
綬
を
も
っ
て
左
胸
に
着
用
す
る
。

●
●
■
●
■
■
●
■

次
の
と
お
り
で
す
。

…
…
：
：
…
後
に
授
与
さ
れ
た
勲
章
を
、
前
に
授
与
さ
れ
た
勲
章
の

上
位
の
位
置
に
着
用
す
る
。

、
こ
の
場
合
の
上
位
と
は
、
左
胸
又
は
右
胸
に
着
用
す
る
ノ

場
合
は
胸
の
中
心
に
近
い
方
が
上
位
、
ま
た
、
喉
下
に

／
着
用
す
る
場
合
は
喉
に
近
い
方
が
上
位
で
す
。
Ｌ

、

－乙一



I

ｲ

８
略
章
と
は
、
勲
章
の
形
と
彩
色
を
備
え
た
寸
法
径
約
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
大
き
さ
の
略
小
勲
章
（
ミ
ニ
チ
ュ
ア
）
の
こ

と
で
、
勲
章
に
代
え
て
左
胸
に
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
別
図
川
参
照
）

7 6９
勲
記
又
は
章
記
、
勲
章
又
は
褒
章
は
、
理
由
を
問
わ
ず
再
交
付
い
た
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

①
勲
記
又
は
章
記
を
紛
失
し
た
受
口
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
智
勲
証
状
し
又
は
存
章
証
渉
の
交
付
を
受

ま
す

(2)(3)は
着
用
で
き
ま
せ
ん

直
接
造
幣
局
へ
御
依
頼
く
だ
さ
い
。
（
自
費
負
担
と
な
り
ま
す
。
）

略
綬
の
着
用
位
置
と
し
て
は
左
襟
見
返
し
又
は
左
胸
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
別
図
９
参
照
）

な
お
、
勲
章
・
褒
章
両
方
の
略
綬
を
併
せ
て
着
用
す
る
場
合
は
、
褒
章
の
略
綬
を
勲
章
の
略
綬
の
左
に
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
略
綬
は
、
平
服
に
着
用
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
が
、
勲
章
。
褒
章
・
記
章
又
は
次
に
述
べ
る
略
章
と
同
時
に

外
国
勲
章
を
お
持
ち
の
方
は
、
創
頁
の
罰
葦
等
着
用
規
涯
第
九
条
～
第
十
一
条
を
参
照
の
上
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

略
綬
と
は
、
勲
章
等
と
併
せ
て
授
与
さ
れ
た
小
さ
な
円
形
の
綬
の
こ
と
で
、
勲
章
・
褒
章
に
代
え
て
着
用
す
る
こ
と
が
で
き

略
章
を
御
希
望
の
方
は
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
発
行
の
浬
文
声
及
び
郭
章
内
容
通
知
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
略
章
は
平
服
に
着
用
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

左
胸
に
勲
章
及
び
褒
章
・
記
章
を
併
せ
て
着
用
す
る
場
合
…
…
胸
の
中
心
に
近
い
方
か
ら
勲
章
・
褒
章
・
記
章
の
順
に

○

二
種
以
上
の
褒
章
又
は

二
種
以
上
の
記
章

○

－

を
併
せ
て
着
用
す
る
場
合
…
…
…
…
前
に
授
与
さ
れ
た
も
の
を
上
位
の
位
置
に
着
用
す
る
。

着
用
す
る
。
（
別
図
８
参
照
）

－q－
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式
）
に
必
要
車

て
く
だ
さ
い
。
）

、
勲
章
等
は
、
銀

さ
れ
た
後
は
、
柔

さ
れ
た
後
は
、
柔 銀

12

ら
か
い
布
等
で
軽
く
表
面
を
ふ
き
、
な
る
一

さ
び

万
一
、
誤
っ
て
破
損
又
は
錆
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
前
項
（

で
修
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
自
費
負
担
と
な
り
ま
す
。
）

皿
勲
章
等
を
有
す
る
人
が
死
刑
、
懲
役
又
は
禁
釧
等
に
処
廿

懲
役
又
は
禁
釧
等
に
処
せ

②
勲
章
又
は
褒
章
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
自
費
で
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

調
製
を
御
希
望
の
方
は
、
内
閣
府
賞
勲
局
が
発
行
す
る
、
受
章
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
兼
ね
た
通
知
書
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
後
に
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
へ
注
文
し
て
く
だ
さ
い
。

③
証
状
、
通
知
書
等
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
智
勲
証
状
等
交
付
願
Ｌ
又
は
勲
章
調
製
等
通
知
書
交
付
願
Ｌ
（
様

式
）
に
必
要
事
項
を
記
載
し
、
証
明
書
類
等
を
添
え
て
内
閣
府
賞
勲
局
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
（
返
信
用
切
手
を
同
封
し

没
収
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（

内
閣
府
賞
勲
局
、
独

（
各
種
問
い
合
わ
せ
） 独

（
勲
章
等
の
調
製
・
修
理
及
び
略
小
勲
章
の
問
い
合
わ
せ
）

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
事
業
部
販
売
・
顧
客
サ
ー
ビ
プ

顧
客
サ
ー
ビ
ス

内
閣
府
賞
勲
局
総
務
課
〒
伽
ｌ
郷
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
一
’
六
’
一

電
話
○
三
’
三
五
八
一
’
六
五
三
六
（
直
通
）

製
で
傷
が
つ
き
や
す
い
の
で
取
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
変
色
し
や
す
い
た
め
、
着
用

柔
ら
か
い
布
等
で
軽
く
表
面
を
ふ
き
、
な
る
べ
く
湿
気
の
少
な
い
場
所
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

さ
び

て
破
損
又
は
錆
等
が
生
じ
た
場
合
は
、
前
項
の
②
の
調
製
と
同
様
の
手
続
に
よ
り
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局

立
行
政
法
人
造
幣
局
の
所
在
地
等
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一

ら
れ
た
と
き
は
、

課
〒
剛
ｌ
岬
大
阪
府
大
阪
市
北
区
天
満
一
’
一
’
七
九

電
話
○
六
’
六
三
五
一
’
六
九
一
三
（
直
通
）

「
勲
章
鵬
奪
今
げ
に
よ
り
勲
章
・
勲
記
等
を

－4－



(様式）

口有勲証状等交付願
口勲章調製等通知書交付願

年 月 日

内閣府賞勲局長殿

下記の勲章、勲記等を紛失（破損） しましたので、勲章調製等通知書、有勲証状等

を交付されたく申請します。

現住所

氏 名

電話番号

T

申請人

（ ）

受章者との続柄 |本人配偶者父母祖父母子孫その他（ ） ※○を付けてください
記

｡受章者本人が 口勲記を紛失した（有勲証状）

･受章者の遺族が口勲記を紛失した（有勲証明書又は証明書）

口章記を紛失した（有章証状）

口章記を紛失した(有章証明書）

口紛失した（勲章調製通知書）

口紛失した（褒章調製通知書）

口破損した（勲章修理通知書）

口破損した（褒章修理通知書）

･勲章を

．褒章を

ふりがな

氏 名

※受章した後に、改姓、改名した場合は記入

(改氏名）

受章者 生年月日

年 月 日生 ※受章者が亡くなった場合は死亡年月日を記入

年 月 日死亡）

本 籍｜ ※受章当時を記入

官職等｜ ※受章当時を記入
勲章、褒章等の名称

勲記章記等の番号 第

受章年月 日

受章事由 ｜

紛失年月 日 ’紛失年月 日

証明、調製

等が必要な

勲章、褒章

名等

口

一万

月年 日

紛失(破損）

状況 （破損年月日）

紛失場所

(破損箇所）

年 月 日

(わかる範囲で具体的に）

訂
１
ワ
〕
Ｑ
Ｊ

考備
Ｊ

該当する□に「し」を付けてください。

申請できるのは、受章者本人又は原則として二親等以内の遺族の方です。

申請の際には、受章者本人の場合は本人確認できる書類（免許証・保険証写し等） 、代理申請の場合は

受章者との続柄を証明できる書類（戸籍等）を添付してください。

「証明、調製等が必要な勲章、褒章名等」 、 「紛失（破損）状況」欄はわかる範囲で記述願います。

返信用切手（証状等140円、通知書84円）を添付してください。

４
５

－R－
Lノ

一



（
別
図
１
）
大
勲
位
菊
花
大
綬
章
、
桐
花
大
綬
章
を
着
用
す
る
場
合

（
例
燕
尾
服
に
大
勲
位
菊
花
大
綬
章
を
着
用
し
た
図
）

大
綬
は
、
上
着
の
下
に
右
肩
か
ら
左
脇
に
垂
れ
正
章
を
着
用
す
る
。

。
●

副
章
は
、
左
胸
に
着
用
す
る
。

一
副
章
｝
左
胸
飛

置
に
着
用
す
る
。

左
胸
ポ

【
正
章
一
Ｍ
眺
卿
岬
Ⅱ
樫
、
）
ｎ

リ
ボ
ン
の
下
に
正
章
を
取
り
付
け
る
金
具
が
あ
る
。

大
綬
の
飾
り
が
上
着
に
か
か
る
程
度
に
大
綬
の
長
さ

を
後
方
で
調
節
す
る
（
糸
で
縫
い
つ
け
る
か
安
全
ピ

ン
で
留
め
る
）

ケ
ッ
ト
下
部
の
襟
の
脇
程
度
の
位

？
；
…

（
刑
章
の
着
用
方
法
）

①
糸
を
用
い
て
着
用
す
る
方
法

ァ
勲
章
の
裏
面
の
針
に
合
わ
せ
て
黒
糸

を
三
箇
所
取
り
付
け
る
。

ィ
勲
章
の
裏
面
の
針
を
ア
で
取
り
付
け

た
糸
に
通
し
て
着
用
す
る
。

②
安
全
ピ
ン
を
用
い
て
着
用
す
る
方
法

ァ
長
さ
約
５
ｍ
程
度
の
安
全
ピ
ン
を

所
定
の
位
置
に
取
り
付
け
る
。

ィ
勲
章
の
裏
面
の
針
を
安
全
ピ
ン
に
通

し
て
着
用
す
る
。

ー

ｰー

（
勲
章
の
裏
面
）

－6－



大
綬
は
、
右
肩
か
ら
左
脇
に
垂
れ
正
章
を
着
用
す
る
。

■
○

副
章
は
、
左
胸
に
着
用
す
る
。

へ

列

ロ
ー
ブ
デ
コ
ル
テ
に
桐
花
大
綬
章
を
着
用
し
た
図
）

の
下
に
正
章
を
取
り
付
け
る
金
具
が
あ
る
。

左
胸
に
着
用
す
る
。

一

（
副
章
の
着
用
方
法
）

①
糸
を
用
い
て
着
用
す
る
方
法

ァ
勲
章
の
裏
面
の
針
に
合
わ
せ
て
糸
を

三
箇
所
取
り
付
け
る
。

イ
勲
章
の
裏
面
の
針
を
ァ
で
取
り
付
け

た
糸
に
通
し
て
着
用
す
る
。

②
安
全
ピ
ン
を
用
い
て
着
用
す
る
方
法

ァ
長
さ
約
５
ｍ
程
度
の
安
全
ピ
ン
を

所
定
の
位
置
に
取
り
付
け
る
。

イ
勲
章
の
裏
面
の
針
を
安
全
ピ
ン
に
通

し
て
着
用
す
る
。

－7－
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（
別
図
２
）
旭
日
大
綬
章
、
瑞
宝
大
綬
章
を
着
用
す
る
場
合

（
例
ロ
ー
ブ
デ
コ
ル
テ
に
旭
日
大
綬
章
を
着
用
し
た
図
）

副
章
は
、
左
胸
に
着
用
す
る
。

綬
は
、
右
肩
か
ら
左
脇
に
垂
れ
正
章
を
着
用
す
る
。

叢
の
下
に
正
章
を
取
り
付
け
る
金
具
が
あ
る
。

翼鶯左
胸
に
着
用
す
る
。

息

１

（
刑
章
の
着
用
方
法
）

副
章
の
裏
側
に
つ
い
て
い
る
ピ
ン
に
よ
り
着

用
す
る
。

つ
ま
み
を
横
に
ひ
き
、
針
を
通
し
た
後
、0
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大
綬
は
、
上
着
の
下
に
右
肩
か
ら
左
脇
に
垂
れ
正
章
を
着
用
す
る
。

印
■

副
章
は
、
左
胸
に
着
用
す
る
。

（
例
燕
尾
服
に
瑞
宝
大
綬
章
を
着
用
し
た
図
）

【
正
章
｝
Ⅱ
爪
川
型
、
）
同

リ
ボ
ン
の
下
に
正
章
を
取
り
付
け
る
金
具
が
あ
る
。

大
綬
の
飾
り
が
上
着
に
か
か
る
程
度
に
大
綬
の
長
さ

を
後
方
で
調
節
す
る
（
糸
で
縫
い
つ
け
る
か
安
全
ピ

ン
で
留
め
る
）

【
副
章
一
左
胸
ポ
ケ
ッ
ト
下
部
の
襟
の
脇
程
度
の
位

置
に
着
用
す
る
。

（
刑
章
の
着
用
方
法
）

副
章
の
裏
側
に
つ
い
て
い
る
ピ
ン
に
よ
り
着

用
す
る
。

つ
ま
み
を
元
に
戻
し
て
、
針
を
固
定
す
る
。

つ
ま
み
を
横
に
ひ
き
、
針
を
通
し
た
後
、
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（
別
図
３
）
旭
日
重
光
章
、
瑞
宝
重
光
章
を
着
用
す
る
場
合

（
例
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ト
に
旭
日
重
光
章
を
着
用
し
た
図
）

正
章
は
、
右
胸
に
着
用
す
る
。

（
着
用
位
置
）
別
図
１
，
２
の
副
章
に
準
じ
、

右
胸
の
対
称
的
な
位
置
に
着
用
す
る
。

副
章
は
、
中
綬
を
も
っ
て
喉
下
に
着
用
す
る
。

上
着
を
脱
ぎ
、
綬
を
首
に
掛
け

勲
章
の
章
身
が
ネ
ク
タ
イ
の
結

び
目
の
下
に
く
る
よ
う
に
中
綬

の
長
さ
を
調
節
し
て
着
用
す
る
。

（
正
章
の
着
用
方
法
）

正
章
の
裏
側
に
つ
い
て
い
る
ピ
ン
に
よ
り
着
用
す
る
。

（
副
章
の
着
用
方
法
）
こ
の
金
具
で
長
さ
を
調
整
す
る
。

留
め
金

長
さ
を

調
節
す 難

÷

瀞 ÷

燕
幸
早
身
到
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